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コンサートやスポーツなどの興行チケットのインターネット 

での転売に関するトラブルが増えています。 

2019年９月に開催された「ラグビーワールドカップ日本大会」では、非公式サイトで購入した

チケットは無効と規約に記載していましたが、「海外のチケット転売仲介サイトなどの非公式サイ

トを公式サイトだと思い込み注文してしまった」といった相談が、全国の消費生活センターに寄せ

られました。2020年には「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が日本で開催さ

れることから、今後も同様のトラブルへの注意が必要です。そこで今回は、チケットの転売に関す

る相談事例とトラブルを防ぐためのポイントをご紹介いたします。 

 

相 談 事 例 

【事例１】 

人気バンドのコンサートチケットを、チケット転売仲介サイトで15,000円で購入した。しか

し、購入後にチケットについて調べると、転売されたチケットでは入場できない場合があると記

載があった。 

地方開催のコンサートで、宿泊費や交通費もかかるので、入場できなかった場合、チケット代

金以外の無駄な出費が発生するリスクがある。入場できない可能性が少しでもあると分かってい

たら買わなかったが、チケット転売仲介サイトで買う時には明らかな表示はなかった。 

 

【事例２】 

インターネットでサーカスのチケットを購入することにした。 

サーカス名をインターネット検索して、一番上に表示された 

サイトにアクセスした。サイトで日付指定の公演チケットを 

２枚購入した。代金は19,000円で、クレジットカードで決済した。 

しかし、その後、当該サーカスの公式サイトを見ていたら、自分が購入したのは海外のチケッ

ト転売仲介サイトで、購入したチケットが正規のチケット代金より高額だと分かった。また、当

該サーカスの公式サイトには、「チケット転売仲介サイトで購入しないように」と掲載されてい

た。 



 

ア ド バ イ ス 

 

◆チケット転売仲介サイトでは、チケットの価格や手数料が高額であったり、転売禁止のチケッ

トだと気付かずに購入した場合に、キャンセルしたくてもできないケースがあります。また、

消費者がインターネットで興行等のチケットを購入する際に、公式チケット販売サイトと間違

えて、海外のチケット転売仲介サイトから購入してしまうケースも目立っています。 

チケットを購入する際は公式チケット販売サイトかどうか、チケットの価格や手数料が高額

でないかや、キャンセルに関するルールを十分に確認してから購入しましょう。 

 

◆興行等のチケットの中には、規約において第三者への譲渡、転売などを禁止している場合があり

ます。また入場時に、公式チケット販売サイトからの購入者であることの本人確認が必要な場合

もあります。これらの場合、転売チケットは利用できないように無効にされたり、入場時の本人

確認により入場できないおそれがあります。 

転売チケットを購入する際は、興行主等のチケットの規約で第三者への譲渡や転売が禁止され

ていないか、入場時の本人確認が必要かなどを確認しましょう。 

また、チケット転売仲介サイトによっては補償サービスを提供している場合もありますので、

補償サービスの内容や条件を確認しましょう。 

 

◆「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律（チケ

ット不正転売禁止法）」（2019 年６月14 日施行）では、国内で行われるコンサートやスポ

ーツ等の興行チケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が券面に表示等された

チケット（特定興行入場券）を、興行主の事前の同意を得ずに業として販売価格を超える価格で

譲渡した場合に罰則の対象となる場合があります。 

もし、急きょ行けなくなった場合は、公式リセールサイトを利用して、そのチケットを希望す

る人へ転売することが可能な場合がありますので、検討しましょう。 

また、チケット転売仲介サイトでは転売目的で入手したとみなしたチケットの販売、出品を 

禁止しているケースがありますので注意しましょう。 

 

◆不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐに消費生活センターに相談しましょう。 

 

出典：国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 

    インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています！ 

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190606_1.pdf 

イラスト提供：神奈川県 2013 

 

 

■消費生活相談窓口（横須賀市消費生活センター）  

            ● 電 話     ８２１―１３１４（相談専用電話） 

            ● 相談受付時間  月曜日～金曜日 ９：00～16：00 

（祝日、年末年始の休館日は除く） 

            ※ 対象は横須賀市民のみです 


